
目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
健
康
福
祉

政

策

課
）
…
一

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqq（
こ

ど

も

み
ら
い
課
）
…
一

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
林

政

課
）
…
二

○
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
二

公

告

○
争
議
行
為
の
通
知
の
公
表
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
労
政
・
能
力

開

発

課
）
…
二

○
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
構
造
政
策
課
）
…
三

○
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
施
行
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
建
築
住
宅
課
）
…
三

議

会

○
青
森
県
議
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqqqqqqqq（
総

務

課
）
…
四

告

示

青
森
県
告
示
第
百
八
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

３
丁
目
調
剤
薬
局

ひ
ら
た
歯
科

成
田
歯
科
医
院

弘
前
市
大
字
大
町
三
丁
目
六
の
二

つ
が
る
市
木
造
増
田
二
二
の
一
五

南
津
軽
郡
大
鰐
町
大
字
大
鰐
字
大
鰐
八
一
の

二

平
成
三〇･
二･
一

三〇･
一･
一

〃

青
森
県
告
示
第
百
八
十
二
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担

当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

３
丁
目
調
剤
薬
局

成
田
歯
科
医
院

弘
前
市
大
字
大
町
三
丁
目
六
の
二

南
津
軽
郡
大
鰐
町
大
字
大
鰐
字
大
鰐
八
一
の

二

平
成
三〇･
二･
一

三〇･
一･
一

青
森
県
告
示
第
百
八
十
三
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
小

青
森
県
報
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第
四
千
四
百
二
十
三
号

平
成
三
十
年

三
月
十
二
日

（
月
曜
日
）



児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
十
九
第
一
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

レ
モ
ン
バ
ー
ム
薬
局

弘
前
市
大
字
清
水
一
丁
目
九
の
八

平
成
三〇･
三･
一

青
森
県
告
示
第
百
八
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
芦
萢
町
字
鹿
子
石
一
四
二
の
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
鰺
ケ
沢

町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

青
森
県
告
示
第
百
八
十
五
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号
（
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
一
号
の
表
中

「
古
川
支
店
柳
町
通
出
張
所

青
森
市
長
島
三
丁
目

を
削
る
。

」

公

告

争
議
行
為
の
通
知
の
公
表

青
森
市
妙
見
三
丁
目
一
の
一
〇
に
所
在
す
る
青
森
県
医
療
労
働
組
合
連
合
会
の
執
行
委
員
長
山
本

陽
子
か
ら
労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
次
の
と
お
り
争
議
行
為
を
行
う
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
労
働
関
係
調
整
法
施
行
令

（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号
）
第
十
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

争
議
行
為
の
目
的

生
活
を
守
る
賃
金
と
雇
用
の
確
保
等

二

争
議
行
為
を
な
す
日
時

平
成
三
十
年
三
月
十
五
日
午
前
零
時
よ
り
妥
結
に
至
る
ま
で
の
期
間

三

争
議
行
為
を
な
す
場
所

青
森
保
健
生
活
協
同
組
合
の
全
職
場
又
は
一
部
、
津
軽
保
健
生
活
協
同
組
合
の
全
職
場
又
は
一
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部
、
八
戸
医
療
生
活
協
同
組
合
の
全
職
場
又
は
一
部

四

争
議
行
為
の
概
要

右
記
の
場
所
で
全
体
的
あ
る
い
は
部
分
的
に
、
あ
る
い
は
断
続
的
に
全
て
の
業
務
の
停
止
を
は

じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
形
の
争
議
行
為
を
単
独
又
は
、
併
用
し
て
行
う
。

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
平
成
三
十
年
三
月
十
二
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住
所
又
は
所
在
地

藤
林

賢
治

弘
前
市
大
字
青
女
子
字
有

原
四
〇
五
の
一

弘
前
市
大
字
青
女
子
字
有
原
四
〇
七

二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
施
行

平
成
三
十
年
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
青
森
県

建
築
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
十
一
月
青
森
県
規
則
第
百
十
五
号
）
第
二
十
四
条
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

試
験
の
日
時
及
び
場
所

１

二
級
建
築
士
試
験

㈠

学
科
の
試
験

⑴

日
時

平
成
三
十
年
七
月
一
日
（
日
）
午
前
十
時
か
ら

⑵

場
所

青
森
市
安
方
一
丁
目
一
の
四
〇

青
森
県
観
光
物
産
館
ア
ス
パ
ム

㈡

設
計
製
図
の
試
験

⑴

日
時

平
成
三
十
年
九
月
九
日
（
日
）
午
前
十
一
時
か
ら

⑵

場
所

青
森
市
安
方
一
丁
目
一
の
四
〇

青
森
県
観
光
物
産
館
ア
ス
パ
ム

２

木
造
建
築
士
試
験

㈠

学
科
の
試
験

⑴

日
時

平
成
三
十
年
七
月
二
十
二
日
（
日
）
午
前
十
時
か
ら

⑵

場
所

青
森
市
安
方
一
丁
目
一
の
四
〇

青
森
県
観
光
物
産
館
ア
ス
パ
ム

㈡

設
計
製
図
の
試
験

⑴

日
時

平
成
三
十
年
十
月
十
四
日
（
日
）
午
前
十
一
時
か
ら

⑵

場
所

青
森
市
安
方
一
丁
目
一
の
四
〇

青
森
県
観
光
物
産
館
ア
ス
パ
ム

二

受
験
申
込
手
続

１

郵
送
に
よ
る
受
験
申
込
み

郵
送
に
よ
る
受
験
申
込
み
に
つ
い
て
は
、
次
の
㈠
又
は
㈡
に
該
当
す
る
者
に
限
り
行
う
こ
と

が
で
き
る
。

㈠

過
去
に
二
級
建
築
士
試
験
又
は
木
造
建
築
士
試
験
の
受
験
を
し
た
こ
と
が
あ
る
者
の
う

ち
、
二
級
建
築
士
試
験
又
は
木
造
建
築
士
試
験
の
受
験
票
若
し
く
は
合
否
の
通
知
書
が
貼
付

さ
れ
て
い
る
者

㈡

離
島
等
で
直
接
申
込
み
が
で
き
な
い
等
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
で
、
勤
務
先
の

証
明
書
又
は
住
民
票
が
添
付
さ
れ
て
い
る
者

⑴

受
験
申
込
受
付
期
間

平
成
三
十
年
四
月
二
日
（
月
）
か
ら
同
月
十
六
日
（
月
）
ま
で

⑵

受
験
申
込
方
法
及
び
郵
送
先

次
の
宛
先
（
締
切
日
の
消
印
の
あ
る
も
の
ま
で
有
効
）
に
、
必
ず
簡
易
書
留
で
郵
送
す

る
こ
と
。

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
三
の
六

紀
尾
井
町
パ
ー
ク
ビ
ル

公
益
財
団
法
人
建
築
技
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術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
本
部

２

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
六
年
以
降
に
二
級
建
築
士
試

験
又
は
木
造
建
築
士
試
験
の
受
験
申
込
み
を
し
た
者
の
う
ち
、
試
験
の
申
込
み
に
必
要
な
個
人

情
報
の
使
用
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
承
諾
を
し
て
い
る
者
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

㈠

受
験
申
込
受
付
期
間
及
び
時
間

平
成
三
十
年
四
月
九
日
（
月
）
午
前
十
時
か
ら
同
月
十
六
日
（
月
）
午
後
四
時
ま
で

㈡

受
験
申
込
方
法

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
http://w
w
w
.jaeic.

or.jp/）
に
お
い
て
、
必
要
な
事
項
を
入
力
し
申
し
込
む
こ
と
。

３

受
付
場
所
に
お
け
る
受
験
申
込
み

過
去
に
二
級
建
築
士
試
験
又
は
木
造
建
築
士
試
験
を
受
験
し
た
こ
と
が
な
い
者
（
過
去
に
受

験
し
た
二
級
建
築
士
試
験
又
は
木
造
建
築
士
試
験
の
受
験
票
若
し
く
は
合
否
の
通
知
書
を
貼
付

で
き
な
い
者
を
含
む
。
）
は
、
必
ず
受
付
場
所
に
お
け
る
受
験
申
込
み
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、

受
付
場
所
に
お
け
る
受
験
申
込
み
に
つ
い
て
は
、
１
又
は
２
に
よ
る
受
験
申
込
み
が
で
き
な

か
っ
た
者
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

㈠

受
験
申
込
受
付
期
間
及
び
時
間

期
間

平
成
三
十
年
四
月
十
九
日
（
木
）
か
ら
同
月
二
十
三
日
（
月
）
ま
で

時
間

午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

㈡

受
験
申
込
書
受
付
場
所

青
森
市
安
方
一
丁
目
一
の
四
〇

青
森
県
観
光
物
産
館
ア
ス
パ
ム

５
階
夏
泊

㈢

受
験
申
込
書
の
受
付

受
験
申
込
書
の
受
付
は
、
㈡
の
受
験
申
込
書
受
付
場
所
に
お
い
て
申
込
者
本
人
が
直
接
提

出
し
た
受
験
申
込
書
に
つ
い
て
行
う
。

三

合
格
発
表

１

二
級
建
築
士
試
験

㈠

学
科
の
試
験

平
成
三
十
年
八
月
二
十
一
日
頃

㈡

設
計
製
図
の
試
験

平
成
三
十
年
十
二
月
六
日
頃

２

木
造
建
築
士
試
験

㈠

学
科
の
試
験

平
成
三
十
年
九
月
四
日
頃

㈡

設
計
製
図
の
試
験

平
成
三
十
年
十
二
月
六
日
頃

四

そ
の
他

試
験
に
関
す
る
問
合
せ
に
つ
い
て
は
、
一
般
社
団
法
人
青
森
県
建
築
士
会
（
電
話
〇
一
七
―
七

七
三
―
二
八
七
八
）
に
電
話
す
る
こ
と
。

な
お
、
試
験
実
施
に
関
す
る
事
務
は
、
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十

五
条
の
六
第
一
項
の
都
道
府
県
指
定
試
験
機
関
で
あ
る
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン

タ
ー
に
行
わ
せ
る
。

議

会

青
森
県
議
会
訓
令
第
一
号

議
会
事
務
局
職
員
一
般

青
森
県
議
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
十
二
日

青
森
県
議
会
議
長

熊

谷

雄

一

青
森
県
議
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
議
会
事
務
局
処
務
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
三
月
青
森
県
議
会
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
の
見
出
し
を
「
（
服
務
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
に
つ
い
て
」
を
「
に
つ
い
て
は
」

に
、
「
を
準
用
す
る
」
を
「
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
る
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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